
道の駅いぶすき仮設店舗営業について

1



事業者選定
【R8.7～8】

市×選定事業者 協議
【R8.8～9】

業務委託契約締結
【R8.10】

仮設店舗営業準備
【R8.10～R9.3】

業務開始【R9.4～】

【業務委託内容】
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● 仮設店舗にかかること

　・ 仮設店舗（プレハブを想定）の設置

　・ 仮設店舗の運営

　・ 仮設店舗の撤去（新しい道の駅オープン時）

● 情報休憩施設にかかること

　・ 施設の維持管理

　・ 設備の保守点検

　・ 観光案内業務 

【営業開始までの流れ】
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【仮設店舗予定地】

道の駅いぶすきの隣接地であり，現在
第２駐車場として民間事業者から借用
している土地を仮設店舗用地として市
が借用します。
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【仮設店舗予定地 拡大図】

短辺：約33ｍ，長辺：約44㎡
以前はファミリーレストランが建って
いたため，上水道の引込み口はあり。



バック
ヤード
21.6㎡

事務所
21.6㎡

販売ゾーン
172.8㎡

仮設店舗の規模（市想定）

5

・ 売り場面積は彩花菜館（約300㎡）の５～６割に減少する見込み。

・ 出荷者の継続出荷等の意向，出荷量の把握は５～６月頃の出荷者協議会にて行う。

・ 陳列棚・ショーケース，レジ等の配置は，事業者との協議により決定する。


